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決算特別委員会環境市民厚生分科会 

 

 

Ｒ５．７．２１（金）  

午前１０時００分～   

場所：全員協議会室   

 

 

１ 開 議 

 

 

２ 事務事業評価対象事業の選定 

 

 

３ その他 



【 目的】

【 フ ロー】 　

→ 評価対象と する事務事業を各分科会で選
定し ます。 対象事業の調査を行い論点を 明確
にし ます。

７ ～８ 月 各分科会

→ 選定し た評価対象事務事業を 執行機関に
通知し ます。 執行機関において事務事業評価
資料を作成さ れます。

８ 月中 議会→執行機関

→ 事務事業について資料に基づき 執行機関
の説明を 受け議論し 、 評価（ 拡充・ 現状維
持・ 休止等） を 行い、 合意形成を 図り ます。

９ 月 分科会

 ※各分科会で実施日程を決定

→ 分科会評価を基に委員会と し て評価結果
を まと めます。 改善、 提案等を 附帯決議と す
る場合には委員会で議決し 、 本会議に提案し
ます。

９ 月
委員会議決
本会議議決

→ 執行機関へ評価結果を 送付し ます。
９ 月議会
終了後

議会→執行機関

→ 執行機関では提言に対し て市政運営の改
善、 予算編成での反映等を 検討し 、 その結果
を 予算特別委員会等で議会に報告さ れます。

当初予算
審査時等

執行機関→議会

事務事業評価実施概要

　 決算審査において、 実施さ れた事務事業の効率性や成果などを 議会が議論し 評価す
るこ と で、 その結果を今後の事務事業の点検、 改善及び予算編成に活かし 、 より 効果
のある市民福祉の増進に資する事務事業の実施を 目的と し ています。

評価対象事務事

業選定及び調査

評価対象事務
事業通知

事務事業評価

評価結果まと め

改善等対応
の報告

評価結果送付

※執行部から 議会への資料提出



　

日
程

９ 月２ ６ 日（ 木） 13: 00～　 環境厚生分科会
９ 月２ ７ 日（ 金） 10: 00～　 産業建設分科会
９ 月３ ０ 日（ 月） 10: 00～　 総務文教分科会

全員協議会室で実施（ イ ンタ ーネッ ト 中継録画配信）

（ 担当部入室）

担
当
部
説
明

担当部から 説明を受けます。
（ 事務事業評価資料に基づく ）

個
人
評
価

討
　
議
・

質
　
疑
・

評価の判断材料と し て、 説明に対する質疑を 行います。
委員の意見を 出し 合い、 自由に討議を 行います。
質疑・ 討議を 行いつつ各委員が個人評価を行います。 （ 個人評価表の記入）

ま
と
め

個人評価から 分科会の評価結果を まと めます。
　 ○評価（ 拡充、 現状維持、 休止等） の決定
　 ○評価に至っ た理由等
※ほぼまと まっ た段階で、 担当部の意見を求めます。

（ 担当部退室）

事務事業評価

担当部・ 事務事業ごと の評価フ ロー

各分科会で決定

※分科会間での日程調整あり



決算事務事業評価に向けて 

 

目的 

事業の問題点を明らかにし、行政側に次年度予算において反映させること。 

 

☆事業選定について 

（留意点） 

抽象的な議論、結論で終わらないよう、具体的な事務事業レベルで選定する。 

 

対象とすべき事業 

・市民の関心が高い、市民生活と密接した事業 

・今後も継続予定の事業で、目的に対する成果が見えにくいもの 

・市民ニーズの変化等に対応して、新たな視点を導入して改善すべき事業 

・民間、国、府が行う他の事務事業と事業目的や成果が重複しているもの 

 

明確な理由がない限り対象外とすべき事業 

・小規模な事業 

・一般財源の割合が少ない事業（国・府補助事業など） 

・今後終了を予定している事業 

・新規事業で成果がまだ表れていないと判断し得る事業 

・法定受託事業や一般管理経費など 

 

 

具体的な問題点を提示して、事業選定を行うこと。 

別紙 №１ 



過去の評価結果

【令和４年度審査（令和３年度決算）】

現状維持

論 点

意 見

現状維持

論 点

意 見

見直しの上継続

論 点

意 見

○環境保全対策経費

・喫煙ブースの設置、ポイ捨て防止重点地域の設定及び指導員（監視員）を配置
したが、その効果や実績は。

・不法投棄対策や喫煙ブースの設置など、環境保全の取組は良い方向に進められ
ているため、より効果が発揮されるよう、監視カメラの活用や喫煙ブースの管理
など手法の工夫・見直しを行われたい。

・フレイル特化型事業として、充実し効果的に進められているのか。

・効果的に事業が運用できるよう、新たな参加者を募る取組を積極的に進められ
たい。一方で、事業の対象期間が終了した方が、他の制度を利用して引き続き支
援を受けることができるよう取り組まれたい。

・施設の長寿命化に向け、ごみの減量や資源化、分別拡大などが計画的に進めら
れている。
・毎年度、計画的に修繕などが行われているが、施設の長期的な維持管理などを
見据え、継続的に運用方法の見直しを行われたい。

○桜塚工場運転管理経費

・施設の長寿命化を図るため、先を見据えた修繕計画を策定し、修繕を行ってい
るのか。

○介護予防・日常生活支援総合事業経費（高齢者介護予防拠点活動支援事業委託料）
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【令和３年度審査（令和２年度決算）】

拡充

論 点

意 見

現状維持

論 点

意 見

拡充

論 点

意 見

○子ども・子育て支援経費
（子どもの貧困実態調査・計画策定業務委託料）

・子どもの貧困実態調査の内容と結果の分析は。
・その結果を受けて、どのように取り組んだのか。

・子どもの生活状況調査の結果を有効に活用し、子どもの貧困対策計画を策定す
るとともに、取り組めることから速やかに推進されたい。

○環境保全対策経費

・亀岡市ポイ捨て等禁止条例施行後の状況の変化と成果は。

・ポイ捨て防止重点地域におけるデータを蓄積、分析することで情報を可視化し
施策に反映されたい。
・エコウォーカーという新たな取組みを活用し市民参加を促すとともに、環境教
育を進められたい。

○生活保護運営対策経費

・生活保護制度と他の支援を、どのように結び付けているか。

・生活保護を必要とし、対象となる方を漏れなく支援されたい。
・生活保護の対象にはならないが、支援等が必要な方に対し、就労支援等、次の
支援に繋げられるようサポートを行われたい。



【令和２年度審査（令和元年度決算）】

拡充

論 点

意 見

拡充

論 点

意 見

見直しの上継続

論 点

意 見

○介護予防・日常生活支援総合事業経費（介護保険事業特別会計）
（高齢者介護予防拠点活動支援事業委託料）

・これまでの事業の検証結果と、それを踏まえた今後の事業展開は。

・市民ニーズを的確にとらえ、地域での取組みがさらに広がるよう検討し、引続
き事業を継続されたい。

○環境保全対策経費

・ポイ捨てや不法投棄を防止するために効果的な啓発を行っているか。
・公害苦情処理件数等の実績に対する具体的な対策は。

・市民や事業者と一体になった事業展開を図り、成果が可視化できるよう一層工
夫されたい。

○ごみ減量・資源化等推進事業経費

・プラスチック製容器包装中間処理の状況と課題はどうなっているのか。
・ゼロエミッション計画に係る事業とは、どのようなことをしているのか。

・ごみの再資源化に向け、ごみの分別に対する市民意識を高めていくための具体
的な取組みを進められたい。



【令和元年度審査（平成３０年度決算）】

拡充

論 点

意 見

見直しの上継続

論 点

意 見

見直しの上継続

論 点

意 見

・事業の委託内容と業務量は適切か。
・市役所との連携及び人材確保の状況は。
・前回の事務事業評価からどのように改善・拡充したのか。

・さらなる支援機能の向上を図るため、引続き庁内外の連携強化を推進
　されたい。

○包括的支援事業経費

・地域包括支援センター業務について、市として各センターの課題を把握
　しているのか。
・適正な委託料となっているのか。

・地域包括ケアシステムが最大限に機能するよう、人的配置の検討を行
　うとともに、市民への一層の周知に努められたい。

○環境保全対策経費

・不法投棄対策に係る事業の具体的な業務内容や業務量、費用対効果は。

・様々な手法を駆使して対策を行うとともに、効果的な啓発方法を検討さ
　れたい。

○生活困窮者自立支援事業経費


